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1 埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ

1.1 はじめに

埼玉県事業者オンライン申請サービスは、埼玉県あての各種申請手続
についてオンラインで実施するものです。

本マニュアルでは、その操作手順について記載します。

■ ご利用の流れ

埼玉県事業者オンライン申請サービスのシステム（以下「本システ
ム」といいます。）ご利用の流れは以下のとおりです。

埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ

1 ユーザー登録

2 申請書提出

申請書承認確認

本システムを利用するには、
ユーザー登録が必要です。

→ 2.1 利用開始手続 参照

ポータル画面からログインして
本システムを利用します。

→  3.1 ログイン 参照

申請書を作成し、提出します。
→ 5.2 申請書作成方法（新規

申請）参照

必要に応じてチャットによる事
前相談が可能です。

→ 6.1 事前相談方法 参照

提出した申請書が承認されてい
ることを確認します。

→ 5.10 通知書等のPDFダウン
ロード 参照
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2.1 利用開始手続

2 ユーザー登録

埼玉県事業者オンライン申請サービスを利用するために、ユーザー登
録を行います。（ユーザー登録が済んでいる場合は9ページへ）

① WEBブラウザで下記URLにアクセスし、本システムのポータル画
面を開きます。

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/

② 新規登録ボタンをクリックします。
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2 ユーザー登録

2.2 法人（1/4）

③ ユーザー新規登録画面で、画面の指示に従って必要事項を入力し
ます。（必須）と赤字で書かれている項目は必ず入力をしてくだ
さい。

④ 法人としてユーザー登録をする場合は「登録者種別」で「法人」
を選択します。

⑤ 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただ
き、同意する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、
登録ボタンを押します。
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2 ユーザー登録

2.2 法人（2/4）

※ 既存ユーザー宛に、登録時に必要となるワンタイムパスワードが送信されます。既存
ユーザーのメールを確認できる状態にして登録を進めてください。

1. 前ページ④までの手順と同様に、登録するユーザーの情報を入力します。

2. 「既存ユーザーのメールアドレス」欄に、同一法人（法人番号が同一）の
既存ユーザーの登録メールアドレスを入力します。

3. 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただき、同意
する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、登録ボタンを押し
ます。

4. 次の画面で入力内容を確認し、修正の必要がある場合は「戻る」ボタンを
押下して修正、修正の必要がなければ「確認」ボタンを押します。
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「既存ユーザーのメールアドレス欄」について

• この項目は、同一法人内で既に本システムに登録済みのユーザー
（以下「既存ユーザー」）がいる場合、その既存ユーザーとこれ
から新規に登録するユーザーを紐づけるためのものです。

• 以下の手順を実施することで、既存ユーザーの過去の申請情報が
新規登録ユーザーから確認可能になります。

既存ユーザーがいない、または上記の機能を使用しない場合は入力
不要です。

既存ユーザーに紐づけるユーザーの登録手順

次ページへつづく



2 ユーザー登録

2.2 法人（3/4）

5. 既存ユーザー宛にワンタイム認証コードの案内メールが送られます。認
証コードをご確認ください。

6. ご確認いただいたワンタイム認証コードを画面に入力し「登録」ボタン
をクリックします。

7. 下記のような「パスワード設定のメールをお送りしました」のメッセー
ジが表示されれば、ユーザー登録と共に既存ユーザーとの紐づけが完了
です。
登録したユーザーでログインすると、既存ユーザーが作成した過去の申
請書も参照できます。
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※ 送付されたメールの例



2 ユーザー登録

2.2 法人（4/4）
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「旧システムデータ紐付けキー」について

• 埼玉県から「旧システムデータ紐付けキー」が通知された場合は
ユーザー登録時に併せてご入力ください。

• 過去に申請されたデータが約1時間後に紐付けられ、過去申請デー
タに対する変更申請等が可能となります。

旧システムデータ紐付けキーが通知されていない、または上記の機
能を使用しない場合は入力不要です。



2 ユーザー登録

2.3 個人事業主・任意団体

③ ユーザー新規登録画面で、画面の指示に従って必要事項を入力し
ます。（必須）と赤字で書かれている項目は必ず入力をしてくだ
さい。

④ 個人事業主・任意団体としてユーザー登録をする場合は「登録者
種別」で「個人」を選択します。

⑤ 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただ
き、同意する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、
登録ボタンを押します。
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2 ユーザー登録

2.4 パスワード設定(1/2)

⑥ 確認画面が表示されますので、内容に誤りがなければ「確認」ボ
タンを押下してください。

中略

⑦ 登録されたメールアドレスあてにパスワード設定のためのメール
を送信した旨のメッセージが表示されます。
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2 ユーザー登録

2.4 パスワード設定(2/2)

⑧ 登録したメールアドレスあてに送信された、ユーザー登録の御案
内のメールを確認し、記載されたＵＲＬをクリックしてください

⑨ パスワード設定（変更）画面が表示されます。画面の案内に従い、
パスワードを設定し、「パスワードを変更」のボタンをします。

⑩ これでパスワード設定は完了です。自動でログイン後の画面に移
動します。（12ページの画面）
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3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット

3.1 ログイン

各申請は、本システムにログインした状態で実施します。ログイン手
順は以下の通りです。

① WEBブラウザで下記URLにアクセスし、本システムのポータル画
面を開きます。

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/

② メンバーログインをクリックし、ログイン画面に遷移します。
「2 ユーザー登録」で登録した「ユーザー名」、「パスワード」
を入力した後「ログイン」ボタンをクリックします。
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3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット

3.2 ログアウト

操作が終わった後は、システムからログアウトします。

① 画面右上のアイコンをクリックし、表示されるメニューから
「ログアウト」を選びます。

② ポータル画面が表示されれば、ログアウトは完了です。
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3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット

3.3 パスワードリセット(1/2)

ログインパスワードを忘れた際に使用します。

① 「パスワードをお忘れですか？」の文字を押します。

② ユーザー名を入力し「パスワードリセット」ボタンを押します。
指定のメールアドレスに再設定メールが受信されます。
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3.3 パスワードリセット(2/2)

3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット

③ メールが届いたら本文に記載の再設定用のURLをクリックします。

④ 開いた画面で新しいパスワードを入力し、「パスワードを変更」
のボタンを押します。
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4 ホーム画面

4.1 ホーム画面の構成

中略

①画面表示切替リンク
タブにより3つの画面に切替が可能
「ホーム」「代理人登録」「代理申請者」

②申請者指定
現在の申請者が表示される
※（代理人登録をしている場合のみ）申請者を変更し
たい場合は「切り替え」ボタンを押す

③申請一覧

現在作成中、または申請中の申請書が一覧表示される
▼をクリックすると、リストビューの選択が表示され、
過去の申請一覧（承認された申請書の一覧）の表示に
切り替えられる

④申請書作成ボタン
申請したい作成書を選択／クリックすると選択した申
請書を作成できる

１

2

3

4

ログイン後は「ホーム」画面が表示されます。ホーム画面は下記の
ような構成になっています。
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4 ホーム画面

4.2 過去のあなたの申請

・画面上部の表示切り替えリンクにより、画面に表示する内容を切
り替えることができます。

・「過去の申請一覧」をクリックすると、自分が過去に申請し、
承認された申請書の一覧が表示されます。

・見出し横の矢印で昇順・降順の並び替えも可能です。

※一覧の列見出しにマウスポインタを移動すると、矢印が表示されます。矢印をクリッ
クした列が並び替えられます。
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4 ホーム画面

4.3 代理人登録（1/4）

代理人の登録をする際に使用する画面です。

【ご注意】

・代理人登録を行う場合、あなたが代理する方（被代理人）も本シス
テムのユーザーとして登録されている必要があります。

・被代理人となる方も事前に「2 ユーザー登録」の手順に従い、ユー
ザー登録をしてください。

【代理人登録を行うとできること】

・代理人として本人（被代理人）に代わって各申請を行う

・代理人として本人（被代理人）の過去の申請情報の確認、変更申請
等での引用

・複数の被代理人の代理人登録を行っている場合、被代理人の切り替え

18



4 ホーム画面

4.3 代理人登録（2/4）

①【被代理人の操作】被代理人の方は、代理人登録画面の「あなたの

情報」を参照し、本システムに登録された「ユーザー番号」「メー

ル」の情報を代理人に伝達します。

被代理人の情報

② 代理人の方は、代理人登録画面の「あなたが代理する方の情報

（被代理人情報）」へ①で伝達された「ユーザー番号」「メー

ル」情報を入力します。

被代理人の情報

被代理者から代理人に情報を伝達
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4 ホーム画面

4.3 代理人登録（3/4）

③ 代理を行う「申請カテゴリ―」を選択して申請ボタンを押します。

※複数申請を行いたい場合は、個別に申請を実施してください。

④ 被代理人一覧に「申請中」の状態として登録されます。

⑤ 【被代理人の操作】ユーザー登録したメールアドレスに代理人申請

があったことのメールが届きます。メール本文のURLをクリックし

てログインします 。
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4 ホーム画面

4.3 代理人登録（4/4）

⑥ 【被代理人の操作】ホーム画面の「代理申請者」から代理人一覧を

表示します。代理人登録を認める場合は「承認」を選択し、表示さ

れた確認メッセージの「OK」を押してください。

⑦ 以上で代理人登録は完了です。ホーム画面に戻り、申請者指定欄の

「切り替え」ボタンを押し、表示されたプルダウンリストから被代

理人を選択し、代理申請ボタンを押してください。

「切り替え」ボタンを押すとプルダウンリストが表示されます。
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4 ホーム画面

4.4 ユーザー登録情報の確認・変更（1/3）

ログインしているユーザー登録情報の確認や変更をする画面です。

② ユーザー情報を編集するには「編集」ボタンを押します。

※赤字で（必須）と書かれている項目は必ず入力してください。
ユーザー番号、登録者種別、法人番号の変更が必要な場合は、下記の
アドレスにお問合せください。
行政･デジタル改革課：a2440-13@pref.saitama.lg.jp

③ 変更後、内容を確認し「保存」ボタンを押します。

① 画面右上のアイコンをクリックする。表示されるメニューから
「ユーザー情報」を選びます。
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4 ホーム画面

4.4 ユーザー登録情報の確認・変更（2/3）

ユーザー情報変更における各項目の注意点です。

23

項目名 必須 注意点

ユーザー番号 －
変更が必要な場合は、行政･デジタル改革課：a2440-
13@pref.saitama.lg.jp までお問合せください。

利用者-姓 ◎ 20文字以内で入力してください。

利用者-名 ◎ 20文字以内で入力してください。

メールアドレス ◎
メールアドレスを変更すると、ログイン時に使用する
ユーザー名や申請書提出時のお知らせメールの送信先が
合わせて変更されます。

登録者種別 －
変更が必要な場合は、行政･デジタル改革課：a2440-
13@pref.saitama.lg.jp までお問合せください。

法人番号 －
変更が必要な場合は、行政･デジタル改革課：a2440-
13@pref.saitama.lg.jp までお問合せください。

法人・事業者名 ◎ 40文字以内で入力してください。

郵便番号 ◎ ハイフンなしの半角数字7桁で入力してください。

住所 ◎ 200文字以内で入力してください。

代表者-姓 ◎ 20文字以内で入力してください。

代表者-名 ◎ 20文字以内で入力してください。

代表者-姓（フリガナ） ◎
20文字以内で入力してください。
全角カタカナと全角スペースのみ入力できます。

代表者-名（フリガナ） ◎
20文字以内で入力してください。
全角カタカナと全角スペースのみ入力できます。

代表者-役職名 － 20文字以内で入力してください。

支店・支社・事業所名 － 40文字以内で入力してください。

支店・支社・事業所住所 － 200文字以内で入力してください。

所属部署 － 20文字以内で入力してください。

連絡先電話番号 ◎
ハイフンなしの半角数字、10桁または11桁で入力してく
ださい。

旧システムデータ紐付けキー －
埼玉県から案内があった場合のみ入力してください。
13文字の半角英数字とハイフンのみ入力できます。

◎：必須入力 △：条件により必須入力

mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp
mailto:a2440-13@pref.saitama.lg.jp


4 ホーム画面

4.4 ユーザー登録情報の確認・変更（3/3）

メールアドレスを変更したときは、
【埼玉県事業者オンライン申請サービス】メールアドレス変更完了のお知らせ
というメールが、変更前 / 変更後どちらのアドレスにも送られます。
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また、以下の項目は同一事業者に紐づく複数ユーザーで共有されます。
事業者に所属するいずれかのユーザーが変更すると、同一事業者に属する全
ユーザーに反映されます。

法人・事業者郵便番号

法人・事業者住所

法人名・事業者名

代表者・個人事業主-姓

代表者・個人事業主-名

代表者・個人事業主-姓（フリガナ）

代表者・個人事業主-名（フリガナ）

代表者・個人事業主-役職名



5 申請手続

5.1 申請手続の選択

申請手続は、ホーム画面から作成したい申請書を選択します。

左側 - 申請カテゴリ ／ 右側 - 申請書作成のためのボタン

中略
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作成方法は「新規申請」と「過去申請参照」の二通りあります。
「新規申請」 ：空白の申請書に必要事項を入力します。
「過去申請参照」：過去に承認された申請書をコピーして作成します。



5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（1/6）

ここでは、空白の申請書に必要事項を入力する「新規申請」での作
成方法を説明します。

① 申請したい申請書を選択します。

例）文化事業にかかる後援申請

② 作成方法の選択で「新規申請」を選択します。
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5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（2/6）

③ 申請書作成画面が開きます。

本システムでは、画面の左側に申請書等の様式のイメージ画像が

あり、入力は右側の枠内で行います。

入力を行うと、様式のイメージ内に入力した文字が表示されます。

①必須項目 赤字で「必須」と記載がある項目は入力が必要です

②赤枠 入力中の項目は、赤枠で表示されます

③記載例 申請内容に応じて、記載例が表示される項目もあります

様式イメージ

１

2

3

入力欄
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5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（3/6）

④ 必要箇所を入力します。

・ 次ページに続く場合は「次のページ」のボタンが押せるようになります。次ペー

ジ目以降の入力に進みます。

28



5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（4/6）

29

⑤ ファイル添付が必要な場合、「ファイルを選択」のボタンを押し

て開いたダイアログでファイルを選択、またはファイルを添付欄

にドラッグアンドドロップし、アップロードします。

ファイルを削除する場合は「ゴミ箱」アイコンを押下します。

ダイアログの「削除」ボタンを押すと、ファイルが削除されます。



5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（5/6）

⑥ 最終ページまで入力し、「提出」ボタンをクリックして申請を行

います。

30

⑦ 確認メッセージが表示されるので問題なければ申請ボタンを押し

ます。



5 申請手続

5.2 申請書作成方法（新規申請）（6/6）

⑧ 「申請を受け付けました」というメッセージが表示されれば申請

完了です。「閉じる」を押すと申請画面に戻ります。

⑨ 申請書を提出すると、ユーザー登録したメールアドレスに、申請
が提出されたことをお知らせするメールが届きます。

・手続の完了後（申請の承認後）も、同様にお知らせメールが届きます。
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5 申請手続

5.3 申請書作成方法（過去申請参照）（1/3）

「過去申請参照」機能を使うと、過去に承認された申請書の内容を
一部自動引用※できるため、入力の手間を軽減して申請書を作成する
ことができます。

※確認用のチェックや添付ファイルなど、自動引用されない項目もあります。

① 申請したい申請書を選択します。

② 作成方法の選択で「過去申請参照」を選択します。

32



5 申請手続

5.3 申請書作成方法（過去申請参照）（2/3）

③ 参照する過去申請を選択します。

④ 参照元になった申請書の内容があらかじめセットされ、申請書作

成画面が開きます。必要に応じて内容を変更してください。

33

・ 添付ファイルを削除する場合は「5.2 申請書作成方法（新規申請）（4/6）」参照

してください。



5 申請手続

5.3 申請書作成方法（過去申請参照）（3/3）

⑤ 確認メッセージが表示されるので問題なければ申請ボタンを押し

ます。

⑥ 「申請を受け付けました」というメッセージが表示されれば申請

完了です。

⑦ 申請書を提出すると、ユーザー登録したメールアドレスに、申請
が提出されたことをお知らせするメールが届きます。

・手続の完了後（申請の承認後）も、同様にお知らせメールが届きます。
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5 申請手続

5.4 変更届等の作成（1/3）

変更届、実績報告など承認された申請書があることを前提とした申
請書の場合は「過去申請参照」から作成します。

① 申請したい申請書を選択します。

例）【変更届】文化事業に係る知事賞変更届（知事賞のみ）

② 「過去申請参照」をクリックします。
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5 申請手続

5.4 変更届等の作成（2/3）

③ 変更届の元となる、承認済みの申請書を選択します。

④ 表示された内容を確認し、必要な項目を修正してください。

※ 選択した申請書の内容を元に作成されるため、最新の申請書を選択してください。

変更届を複数申請されている場合は、最新のものを選択してください。

・ 次ページに続く場合は「次のページ」のボタンが押せるようになります。次ペー

ジ目以降の入力に進みます。
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5 申請手続

5.4 変更届等の作成（3/3）

⑤ 確認メッセージが表示されるので問題なければ申請ボタンを押し

ます。

⑥ 「申請を受け付けました」というメッセージが表示されれば申請

完了です。

⑦ 申請書を提出すると、ユーザー登録したメールアドレスに、申請
が提出されたことをお知らせするメールが届きます。

・手続の完了後（申請の承認後）も、同様にお知らせメールが届きます。
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5 申請手続

5.5 申請書の一時保存（1/2）

① 途中まで作成した申請書を一時保存したい時は、申請書作成画面

で、右上の「一時保存」をクリックします。

② 一時保存完了メッセージが表示されたら「閉じる」をクリックし

ます。

③ 一時保存した申請書はホーム画面の「手続き中申請」で確認可

能です。（申請ステータスは「入力中」と表示されます。）
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5 申請手続

5.5 申請書の一時保存（2/2）

④ 一時保存した申請書から入力を再開するには、ホーム画面の

「手続き中申請一覧」から該当届出の申請管理番号の左側にあ

る「詳細」ボタンをクリックします。 （申請ステータスは「入力

中」と表示されています。）

⑤ 一次保存した内容で申請手続画面が表示されます。
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5 申請手続

5.6 申請書の破棄

① 途中まで作成した申請書を破棄したい時は、申請書作成画面で、

右上の「破棄」をクリックします。

② 確認メッセージが表示されるので破棄してよければ「破棄」をク

リックします。

注意：破棄した申請書は元に戻せません。

③ 破棄完了画面が表示されたら「閉じる」をクリックします。

40

※ 申請済みの申請を破棄する場合は「取戻し」を実施する必要があ

ります。「取戻し」の手順は「5.8 申請書の取戻し」を参照して

ください。



5 申請手続

① 新規申請書、または過去申請を参照し、新しく申請書を作成します。

（「入力内容PDF」のボタンはグレー文字になっています。）

例）文化事業に係る知事賞交付申請書

② 必要事項を入力し画面右上の「一時保存」ボタンをクリックしま

す。

申請書を一時保存した後に、申請書の内容をPDFでダウンロードで
きます。提出前に社内確認したい場合などにご利用ください。

5.7.1 申請書提出前のPDFダウンロード（1/4）
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5 申請手続

③ 「一時保存完了」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタ

ンをクリックします

5.7.1 申請書提出前のPDFダウンロード（2/4）

④画面左上にある「ホーム」をクリックします。

⑤ ホーム画面の「手続き中申請」から一次保存した手続の申請管

理番号の左側にある「詳細」ボタンをクリックします。 （申請

ステータスは「入力中」と表示されています。）
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5 申請手続

⑥ 画面右上の「入力内容PDF」ボタンの文字が青くなり、クリック

できるようになっています。

5.7.1 申請書提出前のPDFダウンロード（3/4）

⑦ 「入力内容PDF」ボタンをクリックすると自動的にPDFファイル

のダウンロードが開始されます。
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5 申請手続

⑧ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定

したフォルダに保存されます。

5.7.1 申請書提出前のPDFダウンロード（4/4）

⑨ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。

中略
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5 申請手続

① ダウンロードしたい申請書PDFを、申請管理番号の左側にある

「詳細」ボタンで選択します。

例）文化事業に係る知事賞交付申請書

② 「入力内容PDF」ボタンをクリックすると、自動的にダウンロー

ドが開始されます。

申請書を提出した後に、申請書の内容をPDFでダウンロードできま
す。

5.7 申請書のPDFダウンロード（1/2）
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5 申請手続

③ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定

したフォルダに保存されます。

5.7 申請書のPDFダウンロード（2/2）

④ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。

中略
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5 申請手続

5.8 申請書の取戻し（1/2）

申請済みの申請を修正する場合や、取りやめたい場合は「取戻し」操
作を行います。

※取戻しは、県で確認前の申請書のみが対象です。（ 申請ステータス「確認中」「確認済み」
「完了」は取戻し不可）

①ホーム画面の「手続き中申請一覧」のビューを選択します。

② 取戻したい申請書を開き、取戻しボタンをクリックします。
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5 申請手続

5.8 申請書の取戻し（2/2）

③ メッセージを確認し、取戻しボタンをクリックします。

④ 「申請の取戻しが完了しました」のメッセージが表示されれば、

取戻し完了です。

⑤ 取戻しを行うと申請ステータスが入力中に変わり、修正できるよ

うになります。
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5 申請手続

5.9 申請書の差戻しによる修正依頼（1/3）

・申請した申請書に修正箇所がある場合、埼玉県の担当課から【確認・
修正依頼等のお知らせ】という件名のメールが、ユーザー登録した
メールアドレスに自動送付されます。

・差戻しされた場合は内容を確認し、修正後、再度申請書を提出します。

① 申請ステータスが「差戻し」と表示されている届出の申請管理番

号の左側にある「詳細」ボタンをクリックします。

② 修正依頼のページを表示すると「修正依頼」が表示されます。

※修正依頼のページが２ページ目以降の場合もあります。その場

合は「次ページ」ボタンを順次クリックしてください。
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5 申請手続

5.9 申請書の差戻しによる修正依頼（2/3）

③ 修正依頼の箇所を修正してください。

担当課所から修正依頼についてコメントがある場合、該当項目の下にメモが表示されます。

④ 修正し、再度申請書を提出します。

・ 次ページに続く場合は「次のページ」のボタンが押せるようになります。次ページ以降

の入力に進みます。

・ 提出ボタンを押して再提出します。

【注意！】

仮に修正の必要がなく、元の入力内容のままで再提出する場合でも、修正依頼箇所に、再度そ

の内容を入力してください。（修正依頼箇所を変更せずににそのまま「次ページ」ボタンや

「提出」ボタンをクリックすると、再度修正依頼メッセージが表示されてしまいます。）
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5 申請手続

5.9 申請書の差戻しによる修正依頼（3/3）

⑤ 確認メッセージが表示されるので問題なければ申請ボタンを押し

ます。

⑥ 「申請を受け付けました」というメッセージが表示されれば申請

完了です。

⑦ 申請後は「ホーム／手続き中申請」にて確認可能です。
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5 申請手続

5.9 申請書の差戻しによる修正依頼（4/4）

52

差戻し時に、埼玉県の担当課から全体コメント欄に連絡事項が入力
される場合があります。コメントが表示された場合は内容を確認し、
必要に応じて返信内容を記載の上、再提出してください。

① メッセージを確認し、「返信」ボタンを押下します。

② 返信コメント欄にコメントを入力します。コメントのみ返信する

ことはできません。

③ 最終ページまで進み「提出」ボタンを押下します。



5 申請手続

5.9 申請書の差戻しによる修正依頼（4/4）

53

差戻し時に、埼玉県の担当課から全体コメント欄に連絡事項が入力
される場合があります。コメントが表示された場合は内容を確認し、
必要に応じて返信内容を記載の上、再提出してください。

① メッセージを確認し、「返信」ボタンを押下します。

② 返信コメント欄にコメントを入力します。

③ 最終ページまで進み「提出」ボタンを押下します。



5 申請手続

① 手続が完了した申請「過去の申請一覧」をクリックすると表示さ

れます。ダウンロードしたい通知書PDFの申請管理番号の左側の

「詳細」ボタンを押下します。

例）文化事業に係る知事賞交付申請書

② 画面右上の「通知書PDF」ボタンをクリックすると、ダウンロー

ドが開始されます。

申請手続が完了した後（申請の承認後）に、通知書等の内容をPDFで
ダウンロードできます。（通知書等の送付がない手続を除きます。）

5.10 通知書等のPDFダウンロード（1/3）
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5 申請手続

③ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定

したフォルダ※に保存されます。

5.10 通知書等のPDFダウンロード（2/3）

④ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。

※ダウンロード先は、お使いのパソコン環境によって異なります。

中略
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5 申請手続

5.10 通知書等のPDFダウンロード（3/3）

56

申請の種類によっては、以下のボタンが表示され、ボタン押下で電子
署名付通知書PDFファイル、埼玉県SDGsパートナーのロゴファイル
をダウンロードすることができます。

・「電子署名付通知書PDF」ボタン

・「ロゴファイル」ボタン



6 チャットによる事前相談

6.1 事前相談方法

申請書を提出する前にチャット機能で担当業務課への相談が可能です。

① 作成した申請書を一時保存後、申請画面下部の「投稿」欄に

相談したい内容を記入し「共有」ボタンを押します。

② 投稿完了すると以下のように表示されます。

※複数の相談を行っている場合は、並び替えやフィルターで絞ることも可能です。
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6 チャットによる事前相談

6.2 事前相談への返信確認

申請書内の相談に返信が来ている場合は以下のように担当者からの
コメントが表示されます。
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6 チャットによる事前相談

6.3 事前相談内容の削除

間違えて事前相談を送ってしまった場合、削除が可能です。

・ 削除したい投稿の▼をクリックした後、「削除」を押します。

※ 返信が来ている場合は削除不可
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